
魚津市告示第147号 

 

魚津市漁業電力価格高騰対策事業補助金交付要綱を次のように定める。 

 

令和５年10月27日 

 

魚津市長  村椿 晃   

 

 

 

魚津市漁業電力価格高騰対策事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、魚津市補助金等交付規則（平成２年魚津市規則第６号

。以下「規則」という。）第21条の規定に基づき、魚津市漁業電力価格高

騰対策事業補助金（以下「補助金」という。）の交付に関し必要な事項を

定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

（１） 製氷事業 水産氷（鮮魚の鮮度保持のための業務用保存氷をいう

。）を製造するための施設を有し、当該施設において製造した氷を主に

漁船、水産加工等の水産関連業者へ販売し、又は供給する事業をいう。 

（２） 冷凍・冷蔵事業 冷凍又は冷蔵のための施設を有し、当該施設に

おいて継続的に水産物を凍結し、又は低温保管する事業をいう。 

（３） 水産物卸売市場 卸売市場法（昭和46年法律第35号）第２条第２

項に基づく市場のうち、水産物を取り扱うものをいう。 

（補助金の交付） 

第３条 市長は、市内の漁業協同組合（以下「組合」という。）に対し、電

力価格の高騰により経済的影響を受けている製氷事業、冷凍・冷蔵事業及

び水産物卸売市場の経営安定化のため、交付対象施設に係る電力料金の一

部に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。 

（交付対象施設） 

第４条 補助金の交付対象となる施設（以下「交付対象施設」という。）は

、市内に所在する製氷事業、冷凍・冷蔵事業又は水産物卸売市場の用に供

する施設のうち、令和３年３月31日以前から稼働しており、かつ、申請日

以降も稼働を見込む施設とする。 



（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）

は、組合が運営する各交付対象施設が令和５年４月から同年９月までに負

担した電力料金から令和３年４月から同年９月までに負担した電力料金を

差引いた差額の合計とする。ただし、消費税及び地方消費税相当額は、補

助対象外とする。 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費の４分の１以内の額（１円未満の端数

が生じる場合は、これを切り捨てた額）とする。 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする組合（以下「交付申請者」という。

）は、令和６年１月31日までに、魚津市漁業電力価格高騰対策事業補助金

交付申請書兼実績報告書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添えて

、これを市長に提出するものとする。 

（１） 事業実績一覧表兼補助金計算書（様式第２号） 

（２） 電力料金の支払日及び電力使用量が確認できる書類の写し 

（３） 電力料金の支払を証する書類の写し 

（４） 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類 

（交付の決定及び額の確定） 

第８条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を

審査し、補助金の交付の可否について決定し、魚津市漁業電力価格高騰対

策事業補助金交付決定通知書兼額の確定通知書（様式第３号）により、当

該申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による審査により補助金の交付が適当でないと認め

るときは、補助金を交付しない旨を当該申請者に通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第９条 前条第１項の通知を受けた交付申請者（以下「交付決定者」という

。）は、速やかに魚津市漁業電力価格高騰対策事業補助金請求書（様式第

４号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該交付決定者に対し

、補助金を交付するものとする。 

（補助金の交付決定の取消し） 

第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき

は、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１） 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。 

（２） 偽りその他不正な方法により補助金の交付を受けたとき。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、市長が交付決定を取り消す必要があ



ると認めるとき。 

（補助金の返還） 

第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合にお

いて、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ず

ることができる。 

（関係書類の保存） 

第12条 交付決定者は、補助事業に係る経費の内容を明らかにするため、会

計帳簿及び関係証拠書類を備え付け、補助事業の完了した日の属する会計

年度の翌会計年度から５年間保管しなければならない。 

（その他） 

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は

、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公表の日から施行する。 

（この告示の失効） 

２ この告示は、令和６年３月31日限り、その効力を失う。ただし、この告

示の失効前に第８条第１項の規定による交付決定をした補助金の取扱いに

ついては、この告示の失効後もなおその効力を有する。 

 



様式第１号（第７条関係） 

年  月  日 

 

魚津市長       宛 

 

所 在 地 

団 体 名 

代表者氏名 

 

 

魚津市漁業電力価格高騰対策事業補助金交付申請書兼実績報告 

書 

 

魚津市漁業電力価格高騰対策事業補助金の交付を受けたいので、魚津市漁

業電力価格高騰対策事業補助金交付要綱第７条の規定により、関係書類を添

えて申請し、併せて実績報告します。 

 

記 

 

１ 交付申請額    金      円 

 

２ 交付対象施設数         件 

 

３ 添付書類 

（１） 事業実績一覧表兼補助金計算書（様式第２号） 

（２） 電力料金の支払日及び電力使用量が確認できる書類の写し 

（３） 電力料金の支払を証する書類の写し 

（４） 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類 

 



様式第２号（第７条関係） 

 

事業実績一覧表兼補助金計算書 

 

交付対象施設名 

所在地 令和３年 

４～９月分 

電力料金 

（税抜） 

令和５年 

４～９月分 

電力料金 

（税抜） 

差引額 

（税抜） 
施設種別（いずれかに〇）  

 

魚津市  

   
製氷  

事業  
冷 凍 ･冷蔵

事業  
水産物  

卸売市場  

 

魚津市  

   
製氷  

事業  
冷 凍 ･冷蔵

事業  
水産物  

卸売市場  

 

魚津市  

   
製氷  

事業  
冷 凍 ･冷蔵

事業  
水産物  

卸売市場  

 

魚津市  

   
製氷  

事業  
冷 凍 ･冷蔵

事業  
水産物  

卸売市場  

 

魚津市  

   
製氷  

事業  
冷 凍 ･冷蔵

事業  
水産物  

卸売市場  

  
差引額の合計額 

(A) 
 

  

交付申請額 

(A)÷４  

（１円未満切捨て） 

 

 



様式第３号（第８条関係） 

魚津市指令 第  号 

 

所 在 地 

団 体 名 

代表者氏名 

 

 

魚津市漁業電力価格高騰対策事業補助金交付決定通知書兼額の 

確定通知書 

 

年 月 日付けで申請のあった魚津市漁業電力価格高騰対策事業補助

金について魚津市漁業電力価格高騰対策事業補助金交付要綱第８条第１項の

規定により、次のとおり交付を決定し、併せて額を確定しましたので、通知

します。 

 

     年  月  日 

 

魚津市長       印    

 

補助金交付決定額（確定額） 金      円



様式第４号（第９条関係） 

年  月  日 

 

魚津市長       宛 

 

所 在 地 

団 体 名 

代表者氏名           ㊞ 

 

 

魚津市漁業電力価格高騰対策事業補助金請求書 

 

年 月 日付け魚津市指令 第  号で交付決定及び額の確定のあっ

た魚津市漁業電力価格高騰対策事業補助金について、魚津市漁業電力価格高

騰対策事業補助金交付要綱第９条第１項の規定により、次のとおり請求しま

す。 

 

記 

 

１ 補助金の交付決定額  金      円 

 

２ 補助金請求額     金      円 

 

３ 振込口座 

金 融 機 関 名  
 支 店 名  

 

預 金 種 別  
普 通 ・ 当 座 ・ そ の 他  

（    ）  
口座番号 

       

フ リ ガ ナ  
 

口 座 名 義   

 

 


